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• 令和3年5月21日“良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の
確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律”が成立し、
同10月1日に施行された。

• その結果、救急救命士による救急救命処置の実施の場が「重度傷
病者が病院若しくは診療所に到着し、当該病院または診療所に入
院するまでの間（当該重度傷病者が入院しない場合は、病院また
は診療所に到着し当該病院又は診療所に滞在している間」に拡大
された。

• この法律改正によって、医療機関に勤務する救急救命士はそのた
めの研修、医療機関には研修体制整備が求められることになった。
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救急救命士法の一部改正



日本救急医学会と日本臨床救急医

学会が「医療機関に勤務する救急救

命士の救急救命処置実施についての

ガイドライン」を作成（令和３年９月３０

日、本ガイドラインは同年10月11日に一部修正され

ましたが、内容に関しては変更はありません）。

医療機関に勤務する救急救命士の

資質及び業務の質の担保を目的とし

た取組や、院内研修の内容について

具体的に検討する際は、このガイド

ラインを参考にすべきと厚生労働省

医政局地域医療計画課長付けの通知

を出しています。





都道府県MC協議会の認定が必要な救急救命処置
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病院に勤務する救急救命士に対する東京都ＭＣ協議会の取り組み

認定要領の概要（認定する救急救命処置と対象としない者を規定）

≪認定を要する救急救命処置≫

• 心臓機能停止及び呼吸機能停止の状態にある患者に対する気管内チューブによる気道確保

• 心臓機能停止及び呼吸機能停止の状態にある患者に対するビデオ硬性挿管用喉頭鏡を用いた気

管内チューブによる気道確保

• 心臓機能停止の状態にある患者に対する薬剤（エピネフリン）投与

• 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、ブドウ糖溶液の投与

対象外

• 心臓機能停止の状態にある患者に対する薬剤（エピネフリン）投与を行おうとする平成１８年４月１日

以降に実施された救急救命士国家試験（第３０回以降）の合格者

• 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、ブドウ糖溶液の投与を行おうとする平成２７年

４月１日以降に実施された救急救命士国家試験（第３９回以降）の合格者



病院に勤務する救急救命士に対する救急救命処置の認定

東京メディカルコントロール協議会の場合
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病院に勤務する救急救命士に対する東京都ＭＣ協議会の取り組み

新 旧

（専門委員会の設置）

第２条 東京都メディカルコントロール協議会（以下「協議

会」という。）に、次の専門委員会を設置する。

(1)～(4) 略

(5) 医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置認

定に関する委員会

２～５（略）

６ 医療機関に勤務する救急救命士の救急救命処置認定

に関する委員会は、医療機関に勤務する救急救命士が必

要とされる救急救命処置の認定に関することを協議する。

なお、認定に関する要領は別に定める。

（招集）

第４条 事後検証委員会及び医療機関に勤務する救急救

命士の救急救命処置認定に関する委員会は四半期毎、

指示指導医委員会は年１回、その他の専門委員会は委員

長が会長と協議の上招集する。

（専門委員会の設置）

第２条 東京都メディカルコントロール協議会（以下「協議

会」という。）に、次の専門委員会を設置する。

(1)～(4) 略

(5) 新設

２～５（略）

６ 新設

（招集）

第４条 事後検証委員会は四半期毎、指示指導医委員会は

年１回、その他の専門委員会は委員長が会長と協議の上

招集する。

新たな専門委員会の設置（要綱改正）

東京都ＭＣ協議会専門委員会運営要綱を改正し、「病院に勤務する救急救命士の救急救命処置の認定に関する委員
会」を新たに設置

既存の4つの委員会に加え、
本件を審査する新たな委員会
を設置



従来の都MC協議会体制
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病院に勤務する救急救命士に対する東京都ＭＣ協議会の取り組み

東京都メディカルコントロール協議会
会長：横田裕行

（日本体育大学大学院保健医療学研究科長・教授）

事後検証委員会

委員長：坂本哲也
公立昭和病院院長

指示指導委員会

委員長：吉原克則
東邦大学医学部客員教授

救急処置基準委員会

委員長：大友康裕
独立行政法人国立病院機構
災害医療センター院長

救急隊員の
教育に関する委員会

委員長：山口芳裕
杏林大学医学部

救急医学教室主任教授

東京都メディカルコントロール協議会

〇 東京都ＭＣ協議会は、東京都の附属機関として位置付け

〇 事務局を東京都総務局、保健医療局、東京消防庁の三者で協同し、会の庶務は東京消防庁

消防本部に勤務する救急救命士を想定



都MC協議会に新たな業務が追加
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病院に勤務する救急救命士に対する東京都ＭＣ協議会の取り組み

病院に勤務する救急救命士の
救急救命処置の認定に関する

委員会

委員長：新井 悟
（東京都医師会）

事務局：東京都保健医療局

病院に勤務する救急救命士の救急救命処置の認定に関する委員会構成
〇 東京都医師会
〇 救急医療、救急救命士教育に精通した医師
〇 法律の専門知識を有し、救急分野に精通した者
〇 東京都総務局
〇 東京都保健医療局
〇 東京消防庁

新たな専門委員会の設置（要綱改正）

第１回委員会開催に向けて日程調整中

委員会の庶務は都保健医療局 委員会の庶務は東京消防庁



東京都保健医療局HP
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/medicalcontrol.html



東京都保健医療局HP
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/medicalcontrol.html



認定申請書
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kyuukyuu/medicalcontrol.html



認定申請までの医療機関内での手順
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病院に勤務する救急救命士に対する東京都ＭＣ協議会の取り組み

認定までの流れイメージ（院内体制整備）

救急救命士を雇用する各病院の管理者は、救急救命士が行う救急救命処置の質を担保するため、

厚労省通知やガイドラインを参考に以下の体制を整備

〇 救急救命士による救急救命処置の実施に関する委員会の設置

救急救命士が行う救急救命処置の質の担保

〇 救急救命処置に関する規程の整備

救急救命士が行う救急救命処置や指示医師などの体制を規定

〇 院内研修の運用に関する規程等の整備

チーム医療に関する事項、医療安全に関する事項、院内感染対策に関

する事項など研修内容のほか、実施状況の管理記録などの体制を整備

〇 救急救命処置の検証

救急救命士が行う救急救命処置について、救急救命処置録など救急救命

処置の実施状況の管理・検証・規定や院内研修の見直しなどの体制を整備

～ ガイドラインを参考に作成 ～



救急救命士院内研修
カリキュラム

令和〇年〇月〇日
△△病院

院内体制

整備

講習・実習

救急救命処

置の実施
検証

体制の

見直し

病院に勤務する救急救命士に対する東京都ＭＣ協議会の取り組み

認定までの流れイメージ（院内研修の実施と認定申請）

認定を受けようとする救急救命士を雇用する各病院の管理者は、院内研修修了後

・ 認定を必要とする救急救命処置に係る認定申請書（第１号様式）

・ 認定を受けようとする救急救命士個人の救急救命士免許証の写し

・ 認定を受けようとする救急救命処置に係る講習の修了証及び実習の修了証（任意様式）

・ 認定を受けようとする救急救命処置に係る講習及び実習カリキュラム（任意様式）

などをとりまとめ、「東京都ＭＣ協議会：病院に勤務する救急救命士の救急救命処置の認定に関する委員会（事務

局：東京都保健医療局）」に申請

認定を必要とする救急救命処置

に係る認定申請書（第１号様式）

院内研修修了証

救急救命士
○○ △△殿

令和〇年〇月〇日
△△病院管理者

ほか救急救命士免許の写しなど・・・

院内研修カリキュラム
研修修了証
（任意様式）

≪救急救命士が勤務する病院≫



≪課題≫ 都道府県間の調整

認定救命士が、都道府県を越えて勤務先が変更となった場合の調整は？

≪課題≫ 病院に勤務する救急救命士が行う処置の質の担保

各医療機関の責任において担保するものであるが、認定行為との整合は？

≪課題≫ その他運用開始後の諸課題への対応

都道府県単位で解決できない課題が生じた場合の対応は？

これらについて、全国的基準作成のための議論が早急に必要

今後の課題
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ま と め

• 救急救命士法の改正により医療機関内で救急救命処置を行う救急救命士が、当該
都道府県MC協議会で認定が必要な救急救命処置について解説した。

• 東京都MC協議会における上記の取り組みについて紹介した。

• 各都道府県MC協議会での上記認定に関しては、全国的な議論行い一定の基準を早
急に作成すべき課題がある。

令和５年度全国メディカルコントロール協議会連絡会（第１回）
令和５年７月27日（木） 15:00～18:00


	スライド 1
	スライド 2: 講演に際して関連する企業等のCOIはありません
	スライド 3: 救急救命士法の一部改正 
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6: 都道府県MC協議会の認定が必要な救急救命処置
	スライド 7
	スライド 8: 病院に勤務する救急救命士に対する救急救命処置の認定 東京メディカルコントロール協議会の場合
	スライド 9
	スライド 10: 従来の都MC協議会体制 
	スライド 11
	スライド 12: 都MC協議会に新たな業務が追加 
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17: 認定申請までの医療機関内での手順
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21: ま　と　め

